
はじめに

英国で新たな公共サービス改革が進んでいる。
2010年に政権の座に就いた保守党政府は徹底し
た緊縮財政を基調にして、公共部門の削減を断行
しているのである。未曽有の補助金削減のあおり
を受けた地方自治体の財政難は深刻である。緊縮
財政への自治体の対抗措置はアウトソーシングの
活用となっている。一部の地方自治体では行政サ
ービスの大部分を外部委託する計画を立ててお
り、本稿で紹介するノーザンプトンシャー
（Northamptonshire）もその一つである。アウトソ
ーシングはサッチャー政権時代に生まれたもの
で、その狙いはサービス供給における国家の優位
性に歯止めをかけて、市場原理を導入することで
あった。その結果、民間企業は社会福祉、医療ケ
ア、住宅、教育といった分野に進出していった。
その後ブレア政権時代には国家と市場に対する中
道路線が試みられ、社会的企業を含めたボランタ
リーセクターに大きな期待が寄せられた。社会的
企業トパーズ（Topaz）は高齢者福祉のアウトソ
ーシングの好事例である。この組織に焦点を当て
て、高齢者ケアの地域アプローチ、自治体成人社
会的ケア（adult social care）1）との相違、福祉ガバ
ナンス、委託契約といった公私関係の現状と課題
を考察していく。地方自治体から独立した社会福
祉系の社会的企業が利用者、ひいては地域社会に
どのような影響を及ぼすのかを明らかにするが、
わが国との対比では地域包括支援センターとの比
較検討を試みている。

Ⅰ 研究方法および分析方法

研究方法は、本テーマに関する文献研究と資料
分析および英国の関係者や研究者のインタビュー
調査である。第一に、2次データとして文献研究
で扱うのは福祉国家財政、国家と民営化に関する
もので、あわせて地方自治体および社会的企業の
ドキュメント分析を行っている。第二に、自治体
機構の再編および高齢者ケアのスピンアウトに関
する 1次データの収集方法として、半構造化され
たインタビュー調査を実施しており、その手法は
あらかじめ示した質問票に被調査者が自由に回答
する聞き取り調査を採用している。
現地調査の方法はインタビュー調査と関連資料
のドキュメント分析である。概要は以下の通りで
ある。
・トパーズ経営者のディー・ケンプ氏（Dee
Kemp）のインタビュー調査。日時：2014年 8月
27日午後 2時から 4時。場所：ランベス区役所
内フェニックス・ホール。
・ランベス区政策担当者のインタビュー調査。日
時：2015年 8月 20日午前 11時から午後 1時。
場所：ランベス区役所内フェニックス・ホール。
対応者：ドリアン・グレイ氏（Dorian Gray ラ
ンベス区コーポレート事業開発部）。
・ノーザンプトンシャー自治体戦略のヒアリン
グ。日時：2015年 8月 21日午後 3時から 5時。
場所：ノーザンプトンシャー・カウンシル。対応
者：ポール・ブランタン氏（Paul Blantern North-
amptonshire CEO）。
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・トパーズ経営者のディー・ケンプ氏のインタビ
ュー調査。日時：2015年 8月 23日午後 2時から
4時。場所：アイビー（the Ivy, 1 a Henrietta
Street, London）。
ケンプ氏がイーメールを通じて提供した資料は
以下の通りである。
・Features of living conditions and social care for
the elderly in Lambeth（2015年 6月 14日閲覧）
・Topaz New Elderly Care in the UK-Partnership
between the council and TOPAZ（2015年 9月 12
日閲覧）
倫理的配慮
インタビューは一般社団法人社会調査協会倫理
規定に基づいて実施した。回答者に対しては、イ
ンタビュー調査の目的、方法、データの取り扱
い、結果のまとめ方などについて文書で説明を行
った後、書面で同意を得た。

Ⅱ 事例研究 自治体からスピンアウト
した社会的企業トパーズ

1．コーポラティブ自治体 －中央政府に対抗す
る自治体戦略を掲げて－
ランベス区は「コーポラティブ自治体（Coop-

erative Council）」という政府に対抗する独自の自
治体戦略を標榜しており、住民との連携を進め
て、コミュニティやサービス利用者に活力を与え
ようとしている。集権的な中央－地方関係の中
で、どのようにして地方自治体は公共サービスを
改善できるのか、国は何をすべきか、深刻な予算
削減にどのように対処すべきなのか、これらの課
題にランベス区は向き合ってきた。「コーポラテ
ィブ自治体」の目的は、市民を受動的なサービス
利用者から積極的なサービス形成者へと転換し、
利用者がサービスを“統御”できるようにするこ
とで、効果的で応答的なサービスの提供を目指し
ている。このような課題に対処できるように、市
民社会を強化することを念頭に置いて、住民との
新しいパートナーシップの形成を企図している。
その特徴は、協同主義に基づくリーダーシッ
プ、住民自治型のコミッショニング（市場中心の
コミッショニングからの離脱）、住民の声を聴取
する形でのリデザイン（設計の練り直し）、公共

サービスモデルの転換にある。具体的には、市民
委員会を設置して、市民との協議の場を設けてい
る。そこには、地方議員、市民、多種の専門家が
集まり、行政は市民、パートナー組織、研究者、
行政職員、利害関係者の専門性を引き出そうとし
ている。
“コーポラティブ”とは、住民による共同所有
をスローガンに掲げて、サービス提供の過程で住
民や利用者の参画を推し進める概念である。百貨
店ジョンルイス（John Lewis）は従業員所有形態
を用いているが、これをイメージすれば分かりや
すい。従来のパートナーシップに住民自治の要素
を加えて、住民・地域団体・行政との新たな協働
を目指している。その手段が住民によるカウンシ
ルの“所有”である。この政策の底流には、市民
を受動的なサービス利用者から利用者が参加する
サービス供給体系へと転換する狙いがある2）。
またその原理は、行政と住民との信頼、地域雇
用の創出と技能開発、サービスのアクセスの改善
と平等の徹底、公平性、アカウンタビリティ、責
任性の追求である。具体的には、コ・プロダクシ
ョン、コーポラティブ・コミッショニング、多様
な運営モデルを実践している。
最大の特徴である“コ・プロダクション”は、
現在さまざまな自治体が追求している興味深い概
念である。公共サービスの提供で重要なのは、サ
ービスの範囲や内容を決定する際に、すべての主
要なステークホルダーを参画させることにより、
リスクを統治管理することである。コ・プロダク
ションは利用者参加型のサービス提供モデルで、
地域診断を通して地域ニーズを掘り起こし、利用
者の意見をサービス提供システムに反映させ、利
用者自身もサービスの設計や提供のプロセスで参
加し、提供者と利用者が一体的にサービス提供シ
ステムを形成するという概念である。このように
コ・プロダクションは、英国では公共サービス改
革の一環で市場モデルに代替するものとして追求
されており、サービス利用者や社会システムにイ
ンパクトをもたらす新しいサービス提供モデルと
なっている。
“コーポラティブ・コミッショニング”は、コ
ミュニティ主導型のもので、協同主義に基づく地
方行政を実現させるツールになっている。これま
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でのコミッショニング（行政と供給者とのサービ
ス調達のための取り決め）のプロセスは、市民参
加の欠如、コミッショニングの選択肢の制限、行
政職員と市民との不均衡な関係、官僚的なプロセ
スなどの問題があった。新しい枠組みでは、市
民、サービス利用者、行政職員が協同することに
より、地域のニーズの把握、参加型アプローチの
形成、共同で創り上げるサービス体系を実現しよ
うとしている。図 1が示すように、一連のプロセ
スからなる。すなわち、①自治体が予算削減で施
設などを手放すことなく、資産保有を維持し、②
政策のアウトカムの優先度を明確にし、③場合に
よっては市場型のサービス提供も選択肢の一つに
加えて、④サービス調達を豊富化し、⑤さまざま
なサービス提供を実現し、⑥その結果については
厳格にレビュー・モニタリングをしていくという
プロセスである。
“多様な運営モデル”には、コ・プロダクショ
ンの一環として、後段で説明するソーシャルワー
ク・社会福祉のスピンアウトがある。その背景に
は、自治体ソーシャルワーク・チームの活動に変
化が生じており、ソーシャルワーカーが自治体機
構の制約にとらわれずに、自由かつ柔軟にソーシ
ャルワークを実践したいと望んでいるという事情
がある。社会的企業を求める理由は、制度の基準
から外れた住民のニーズに対応するためである。

その活動目的は、ソーシャルワークによる早期介
入、予防活動、住民の自立とウェルビーイングの
促進である。その例は政府（保健省）のソーシャ
ルワーク実践パイロット事業を通して、成人サー
ビスを提供しているロンドン・ランベス区のトパ
ーズである。この社会的企業は自治体から完全に
独立している3）。
コ・プロダクション、コーポラティブ・コミッ
ショニング、多様な運営モデルといった 3つの原
理に基づいたすでに進行中のプロジェクトは、個
人別ケア予算（personalised care budgets）、学校理
事会、コミュニティ・フレッシュビュー、グリー
ン・コミュニティ・チャンピオン、ヤング・ラン
ベス・コープなどである。他にも、コミュニティ
予算も注目される。これは公共セクターが創造的
かつ協同的な手法で財源を利用できるようにする
もので、ランベスで 16のコミュニティ予算の試
行を検討している。ランベスのコーポラティブ・
カウンシルの取り組みは、コミュニティをエンパ
ワーすることである。
ランべスのコーポラティブ・カウンシルの概念
とその実践は中央政府にも影響を与えている。
2011年ローカリズム法が施行されているが、同
法はランベスが先行して実践したものを踏まえて
いる。ローカリズム法の骨子は、①コミュニティ
価値に関する資産を求めるコミュニティの権利

図 1 ランベス区のコーポラティブ・コミッショニングの構成
出典 Eligan R. Cooperative Commissioning 2011
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（The Community Right to Bid for assets of commu-
nity value）、②コミュニティの挑戦する権利
（The Community Right to Challenge）、③建築する
コミュニティの権利（The Community Right to
Build）、④近隣地域計画の策定（Neighbourhood
Plans）からなっている。
このローカリズム法は、さまざまな施設のコミ
ュニティの所有をうたっており、また地元の組織
やグループがサービス供給に取り組むことを認め
ている。これは、現在の供給者よりも、地元の関
係者の方がより効率的にサービス供給を行うこと
ができるという考えを根拠にしている。このよう
に地元住民が地域の発展をもたらすことを可能に
しており、協同で参加することにより、地域の発
展に影響力を及ぼすことを可能にしている。ロー
カリズム法が機能するとすれば、地域の住民は、
彼らが住んでいる近隣地区において影響力を増大
させることになる。このモデルともいうべき実践
を行っていたのがランベスである。またランベス
は唯一の事例ではなく、協同組合カウンシルのネ
ットワークには 21もの団体が加盟している。

2．ランベス区民の生活概況
まず、ランベス区の社会概況を説明しておく。

データはディー・ケンプ氏が提供した講演会資料
「英国からの報告 社会的企業 Topaz の介護イノ
ベーション～介護保険新しい総合事業と比較して
～」（2015年 11月 22日開催）に基づくが、元資
料は State of the Borough 2014および Lambeth
Borough profile である。
同区の人口は 30万 3,100人で、インナー・ロ
ンドンでは 2番目に大きい特別区である。面積は
約 10.5平方マイル、住民の 38％の出自がエスニ
ック・マイノリティで、62％が白人、130の言語
が話されている。イングランド国内で最も人口変
動率の高い地域であり、約 7万人の住民が毎年転
出入している（全国で 5番目）。高齢化率は低く、
2万 3200人（7.6％）が 65歳以上、85歳以上は
2800人（0.9％）、2022年までにそれぞれ 2万
5300人、3800人に増加すると予想されている。
それでも高齢者人口は近年増加しており、社会的
な孤立に陥る危険性は高い。一般世帯のうち 1万
7579世帯は 65歳以上が世帯主で、しかも 9208

世帯はひとり世帯である。内訳は 65歳以上の
79.1％が独身、寡婦、離婚者、別居者で、これら
の数字はランベスの住民の多くが社会的孤立に陥
りやすいことを示している。
住居では、約 60％が賃貸住宅で生活している。
インナー・ロンドンの家賃は非常に高く、多くの
高齢者は近くで生活する家族がいない状態にあ
り、他のサポートネットワークに依存している。
また民族構成では、高齢者の 73％が白人（多数
のポルトガル系を含む）、ブラック・アフリカ系
またはカリブ系は 19％、アジア系のコミュニテ
ィはインド、パキスタン、バングラディシュ、中
華系を含み、65歳以上のうち 7％を占めている。
ブラック・カリブ系を除き、今後 15年ですべて
のエスニック・グループにおいて高齢者が増加す
ると予想されている。貧困の問題では、デプリベ
ーション指数の平均スコアは 34.9で、ロンドン
では 5番目に高い。また健康では、長期的な疾病
状態（long term condition）の数値は高く、高齢
者の 50％が問題を持っている。平均寿命はイン
グランド平均を下回っており、85歳以上では冬
季の平均死亡率は高く、ロンドンで上位 10番目
に位置している（ケンプ講演会資料から）。

3．トパーズ・ソーシャルワーク・コミュニティ
利益会社

組織形態と運営方針
トパーズは 2012年に、独立型ソーシャルワー
ク・サービス（ISWS）として設立された。ISWS
とは自治体から独立して社会的企業を設立する事
業を意味し、独立した身分のソーシャルワーカー
が組織を運営する。トパーズはイングランドの 5
つの ISWS パイロット事業の一つで、ロンドン
では唯一の存在である。保健省から設立資金（9
万 1,300ポンド）を受け、基礎資金を確保してい
る。
同社のビジネスモデルは、以下の通りである。
・ビジョンを明らかにし、組織文化を規定して発
展させる。
・持続可能な組織を目指してビジネスモデルを開
発する。
・戦略的計画と業務計画を策定する。
・最終的に変化を導く。
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・スタッフを育成し管理する。
・上記のビジョン・戦略・ビジネスモデルにそっ
て、マーケティングを行い、契約を勝ちとる。
・予算編成と財務管理を行う。
・利害関係者やパートナーと実務的な関係を構築
する。
・ビジネスプロセスを定め、管理する。
・業績を管理し、継続的に改善する。
・戦略や計画にそって、リソースを調達し管理す
る。
・法的要件・規制要件・倫理要件の遵守を徹底す
る。
トパーズはソーシャルワーク専門のコミュニテ
ィ利益会社（CIC）であるが、この CIC 有限責任
会社は CIC 監督局に登記することになっている。
同社は 2011年 11月に会社登記局に登記し、登記
の決定の際に、会社の目的と「コミュニティの利
益に関する声明」を同局に確認されている。
スタッフは 4名である。ディー・ケンプ氏がト
パーズ社代表取締役で、日常的な経営に責任を負
う。株式会社であることから、取締役会は社員か
らなる株主で構成されている。社員はトパーズの
OT 2名、ケンプ氏を含めた登録ソーシャルワー
カーが 2名である。
セルフファンダー（self-funder 公的サービス
を受ける際の所得制限により対象外となったため
に、自らの資金でサービスを受ける人）やケアラ
ー（介護者）、特殊なニーズを持つ高齢者を支援
する専門チームを組織化している4）。個人に対す
る目標は自立とウェルビーイングの促進で、不安
定な環境にある高齢者に可能な限り自宅で生活を
送れるように援助する。地域全体の目標はレジリ
エント（しなやかで強い）なコミュニティの構築
である。高齢者には初期段階で介入し、予防サー
ビスやアセスメント、情報やアドバイスを提供し
ている。国の方針にそった方針であるが、サービ
スへの依存を減らし、自立状態の悪化を緩やかに
するか、または遅らせることを目的としている。
英国の福祉の援助活動の特色はレビュー（re-

view）という相談業務である。地方自治体はケア
プランや個人予算をレビューする義務を負ってお
り、一般的に新しいサービスには 6週間以内、既
存の長期サービスには 1年間以内の期間でレビュ

ーを実施する。トパーズは 2014年介護法の施行
にそって、社会的ケアの提供で独自の代替的なア
プローチを行っている。それは後段で説明する。
行政とトパーズのパートナーシップ関係
行政機関と協働する機関・チームは以下の通り
である。
・アセスメントとケースマネジメント・チーム、
・安全保護チーム、
・（リハビリ専門の）リネイブルメント・サービ
ス、
・病院ソーシャルワーク・チーム、
・補助テクノロジー・サービス、
・金銭的アドバイスを行うチーム、
・情報・アドバイスおよび権利擁護ハブ、
・ケアラーズ・ハブ、
・住宅部門、
・職業セラピー・サービス、
・地区看護とコミュニティ看護
関係する他機関は以下の通りである。
・プライマリケア（GP 一般医を含む）、
・ランベスの非営利セクター組織、
・ジョブセンター・プラス（ハローワーク）、
・ランベスの資源センター、
・より安全な小地域チーム、
・児童若者サービス、
・ランベスのソーシャルワーク拠点センター、
・学習開発チーム（ランベス）
活動としては、広範囲にわたる医療およびサー
ドセクター機関を通じて、アセスメント、情報、
サポートを提供している。アセスメントを受けた
者は社会的ケアのサービスを受け、非営利サービ
スにもつなげてもらえる。経済生活面では、社会
保障手当の受給チェックも実施している。さらに
先に触れた、6週間のフォローアップ・レビュー
を行っている。重要なのは、提供されるケアの質
を測定し、介護支援の程度や介入のアウトカムを
明らかにしていることである。
サポートの内容としては、セルフファンダーに
提供されるサポートの調整を図る。地域や施設ホ
ーム／ナーシングホームで、アセスメントを行
い、サポート計画をつくる。実際的な援助も行
う。その場合、セルフファンダー、ケアラー、ケ
ア計画と関連した社会保障手当のチェックを重視
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しているが、セーフティネットから漏れる人たち
を常に配慮し、権利の保障をしているこの作業は
重要な部分になっている。また健康促進を積極的
に行っており、ウェルビーイングや成人の安全保
護の保障（Safeguarding Adults）が活動目標であ
る。
専門的アドバイスや脳卒中患者への支援を行っ
ている。悲嘆や死別に苦しむ人々への支援、また
はセルフ・ネグレクト／ごみの散乱に悩む人々に
サポートを提供している。脳卒中患者とケアラー
へのアドバイスとサポートに関して、年間最低
98の送致を行っている。送致というのは、専門
家につなぐ専門的な行為を指す。介入はイネーブ
リング（自立を意識した側面援助）を原則にし
て、明確で達成可能な目標を立てている。介入は
情報提供を基礎にした指導（signposting）を基礎
にしている。あわせて脳卒中患者と介護者／家族
への心理的サポートも行っている。介入方法は電
話連絡で始める。さらに 1～2回の自宅訪問（活
動の 80％）、ニーズに即した最高 12回までの訪
問をしている。
トパーズの活動の総括
・新しいスタイルのソーシャルワーク実践。
・当事者中心のアプローチ。
・社会的企業活動の青写真。
・コーポラティブ自治体の政策に即した住民との
関係強化。
・サービスの計画や提供に伴った地域住民のエン
パワメント。
・利用者とケアラーからの大きな満足度。
・非営利組織との連携、所得保障のアドバイスを
重視する活動、予防サービスの普及。
・サービス利用者グルーブ「トパーズの友人」の
発展を介して、地域のニードへの理解が深まって
いる。
・地域へのアウトリーチ活動を応援するボランテ
ィアを巻き込んでいる。
アウトカムの達成
・ケアとサポートに対するプロアクティブ・アプ
ローチの展開、不必要な施設入所の回避。
・社会参加の促進。
・利用者の自立と経済的なウェルビーイングの促
進。

・個人／地域の安全、関連するサポート・サービ
スの利用促進。

Ⅲ 分析

1．自治体機構の再編の背景とアウトソーシング
公共サービスのアウトソーシングが拡大するの
はなぜか。この政策を理解するには 1990年代初
頭に戻る必要がある。サッチャー首相は地方自治
体が公共サービスの供給を独占する体制を打破し
ようとし、営利と非営利の民間団体にアウトソー
シングする仕組みを導入した。その後ベストバリ
ュー（Best Value）という新しいアプローチが取
り入れられ、1997年に最初のプログラムが発表
された。ベストバリューの原則は経済的で、効率
的効果的なサービスを調達する義務を地方自治体
に課すもので、2002年に全面的に施行された。
現在は社会的価値法（Social Value Act 2012）
が注目されている。同法は、価格、サービスの質
ばかりでなく、広く社会的インパクトを考慮する
ように、地方の公共サービス当局に競争入札の決
定権限を持たせている。同法は個々の利用者にサ
ービス便益を保障するという次元を超えたもの
で、事業者は住民の生活を改善し、社会的経済的
な観点から環境に与えるインパクトを配慮しなけ
ればならない。地方公共サービス改革と社会的企
業の果たす役割を示したものが図 2である。
そうではあるが、地方自治体が安易な発想でア
ウトソーシングを進める側面も見受けられる。参
考事例として、ノーザンプトンシャーが発表して
いる「カウンシル・プラン 2015/16-2019/2020」
（図 3）をみてみたい。この自治体は大胆な自治
体機構の再編を打ち出しており、自治体からスピ
ンアウトしたミューチュアル（共済組織）、CIC、
社会的企業といった民間組織が連合形式で参加
し、公共サービスの供給の受け皿になっている。
スピンアウトとは、行政サービスの供給体系の
転換を意味し、それは公共政策のひとつで、アウ
トカムの達成のために業績管理を徹底させ、政府
のコントロールがきいている。そして委託の過程
において基本にあるのがコミッショニングであ
る。スピンアウトの主な委託先はチャリタブル・
トラスト、コミュニティ・マネジメント、自治体
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公営企業、ミューチュアル、社会的企業の 5つで
ある。最近では「ミューチュアライゼーション」
と呼ばれる外部委託化の根幹には、2012年施行

の「コミュニティのチャレンジする権利」がある
のも見逃せない。利点はサービスの生産性の向
上、スタッフの士気高揚、コミュニティへの焦点

図 2 自治体機構再編に関する概念図（筆者作成）

図 3 自治体再編の事例 ノーザンプトン次世代計画
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化と利潤の還元にある。
ノーザンプトンシャーは緊縮財政下で、公共サ
ービスを納税者／消費者にどのように供給するか
という問題意識の下で、自治体の直接コントロー
ルからスピンアウトした共済、CIC、社会的企業
を連合形式で参加させている。グループに 8つの
機能を持たせているが、それらは①民主的な仲介
（Democratic interface）、②市場と商業開発（Mar-
ket and Commercial Development）、③コミッショ
ニングと契約管理（Commissioning and Contract
Management）、④質の保証とセーフガーディング
（Quality Assurance and Safeguarding）、⑤消費者の
洞察力とビジネスの情報（Customer Insight and
Business Intelligence）、⑥コミュニケーションと
ブランドの開発（Communication and Brand De-
velopment）、⑦投資家、株主、資金提供者（Fin-
ancier, Shareholder and Funder）、⑧規制と政策の
ロビイング（Regulatory and Policy lobbying）とい
う商業的要素が強いものになっている。商業志向
型自治体におけるニーズの捉え方は図 4が示す通
りである。
こうした自治体機構の再編モデルを意識しなが
ら、ランベス区の自治モデルの分析に戻ると、同
区の経済環境も非常に厳しい。その実情を知る上
で、「ランベス・カウンシル・コミュニティ・プ
ラン 2013-2016（Lambeth Council’s Community

Plan 2013-16）」が補助金削減とその対抗策として
の自治体戦略を述べている。そこでは予算削減へ
の措置を最大の課題に据えており、将来像として
イノベーションの促進、効率性の向上、支出削減
を描いている。アウトソーシングを行い、そのア
ウトカム達成に最良の方法を見いだせるように、
市民と協働するという「コーポラティブ・カウン
シル」という政策を標榜している。
同文書では、「コーポラティブ・コミッショニ
ング」という言葉も打ち出している。これは従来
の専門職主導のコミッショニング（計画的調達）
ではなく、地方議員・公務員・市民が相互の意思
決定の下で、サービスの生産を共同で進めていく
ものである。「コーポラティブ・コミッショニン
グ」はコ・プロダクション（co-production）その
ものであり、サービス利用者と提供者がどの段階
でも協働する。この営みを通じて、アウトカムの
設定、達成の方法、資源配分の方法を決定する仕
組みを計画している。喫緊の課題である予算削減
に対しては、先に触れたように「雇用の創出」
「安全で強固なコミュニティ」「きれいな通りと緑
あふれる近隣地域」の 3つのアジェンダを構想し
ている。（Lambeth Council’s Community Plan
2013 : 4-5）
分析作業として、同計画書から高齢者福祉関連
の事業を広く列挙しておきたい。その要点は以下

図 4 企業志向型自治体における 4レベルのニーズ概念
資料 Northamptonshire 2015 : 17
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の通りである。
・「安全で強固なコミュニティ」：弱い立場の成人
へのサポートと保護を表明しており、高齢者や障
がい者、弱い立場の人たちが自立して生活ができ
ることを目指す。
・「きれいな通りと緑あふれる近隣地域」：地域コ
ミュニティにおいて住民はすべて意義ある存在で
あり、近隣地域の一員であることをうたってい
る。
・「平等と優先順位」：すべての住民が公正な対応
を受け、高齢者、障がい者、弱い立場の人、子ど
も、失業者、福祉受給者、移民などへの丁寧な対
応を強調している。（Lambeth Council’s Commu-
nity Plan Op Cit : 4-23）
集権的な中央－地方の行財政関係、そして近年
の緊縮財政の下で、地方自治体は限定された範囲
と規模で、自律性を発揮しようとしており、自治
体戦略に住民自治を基礎に据えている。これが今
日の英国の地域民主主義の姿でないだろうか。

2．契約書の分析
ランベス区コミッショニング部は 2015年 7月

16日付で、トパーズとの再契約を承認している。
契約書 Lambeth Officer Delegated Decision Report-
Procurement によれば、最大延長での契約推定額
は 43万 4,834ポンドとしている。トパーズがこ
れまで特定の住民のニーズに応えてきたことへの
評価と、脳卒中後遺症を持つ者へのアドバイスと

サポートを継続強化したいという意向が再契約の
決め手になった。新たな契約では、アセスメント
およびケアとサポート計画に 17万 8,577ポンド
（2016年 7月までの 12か月）を充てるとし、介
護法関連の自治体予算から費用を捻出する。
契約書に盛り込まれたサービス規定は、「ラン
ベス・カウンシル・コミュニティ・プラン 2013-
2016」に準拠している。提案の根拠は 2014年介
護法と脳卒中国家戦略にある。以下はその要点で
ある。
・ケアラーとセルフファンダーに対応する。2014
年介護法の下で、アドバイスとサポートを提供す
る。
・65歳未満の者で、軽度のニードを持つ者に対
応し、セーフガードを履行する。軽い障がいや虐
待、セルフ・ネグレクトの危険性のある 65歳未
満の者にも必要な場合にはアセスメントを行う。
・脳卒中国家戦略の一環として、脳卒中後遺症を
持つ者とケアラーにアドバイスとサポートを提供
する。（Lambeth Council’s Community Plan Ibid 4-
23）
地方自治体と社会的企業の公私関係
ランべス区は行政・社会的企業・地域住民の新
たな協働を通じて、ソーシャルワーク・社会福祉
の社会的企業化を進めている。社会的企業が公共
サービスに参入する理由は、利用者視点に立ち、
臨機応変に危機状況に対応できるからである。ト
パーズの活動はすべて契約で規定されているが、

表 1 ディー・ケンプ氏のインタビュー調査から得られた知見

質問項目 言 説 カテゴリー

起業の社会的背景 景気後退のために、イギリスのすべてのカウンシルは、緊縮政策を講
じており、カウンシルは、社会的ケアの予算をカットすることを余儀
なくされてきた。

予算カット

起業の環境 ランベス区における戦略的シフトの一環 自治体戦略

目標 新しい予防サービスから期待される利益と積極的成果をテストするこ
と。

予防とその利益

財政との関連 予算をにらんで、サービスが十分なコストパフォーマンスを果たして
いるかを検証すること。

コストパフォー
マンス

公私関係 2012年に行政と契約し、社会的企業のビジネスモデルを通して活動
しており、ソーシャルワークを実践している。この動きは、コーポラ
ティブ自治体というランベス区の戦略と合致している。

補完的関係

筆者作成
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その内容は 2014年介護法に沿ったもので、国の
政策を反映している。今後もトパーズが提供する
サービスへの需要は高まり、その存在はスケール
アップするものと考えられる。

ただし契約における隘路として、トパーズはサ
ービス提供に要した経費を契約ですべてカバーで
きているのか、今後短期契約で優秀なスタッフを
確保できるのか、大手の組織が参入した場合に契

表 2 ディー・ケンプ氏のインタビュー調査から得られた知見（続き）

カテゴリー 言 説

ミッション 健康、ウェルビーイング、自立、社会的孤立の削減

ビジネスモデル 行政サービスの対象外である予防サービス、制度の網から漏れた高齢者のケアとサポート
‘接近困難な（hard to reach）’人々へのサービス提供
顧客に焦点を当てたサービスを開発すること

商品・サービス ・アセスメントとレビュー、
・専門的な情報とアドバイス、
・ダイレクト・ペイメントのサポート
・個人予算の運用と管理
・福祉給付のアドバイス、
・アドボカシー

公私関係／ガバ
ナンス

ソーシャルワーク・コミュニティ利益会社の形態をとり、福祉予算の節減を生み出す予防
サービスを提供している。
自治体は毎月契約のモニタリング会議を開催するが、活動の進捗を確認し、目標にそって
実践しているかを判断する。
過去 12カ月間、クライエントの 8％だけが行政サービスを受けている。自治体は（重複
を避けるため）トパーズの目標が 15％を超えてはならないことを指示している。
課題は、自治体の資金を確保すること。

人権尊重の認識 高齢者は生活費の上昇と所得の下落に直面している。…リスクが最も高い人々とは、低所
得の高齢者。…交通費やレジャー活動のコストを支払えないために孤立していることを住
民は語ってくれます。
ランベスでは、65歳以上の高齢の介護者は 2300人で、50％が週 20時間以上の介護を提
供している。
移民が多く、言語の壁がサービスや活動にアクセスする妨げになっている。
ランベス全体で高齢者の孤立が深まるなか、特に注意を要するのは、南ランベスでは一人
暮らし、85歳以上の後期高齢者、65歳以上の高齢の介護者の数が最も多い。

リーダーシップ
／人間関係／
チームワーク

チームは非常にまとまっており、一丸となっています。私たちは、チーム・ビルディング
と団結につながる毎週のチームミーティングを開催しています。さらには、ワーカーが地
域に出て、アウトリーチ型のセッションを行う際、ペアで通常の業務をこなします。これ
が自分の役割を開発し、専門職の関係を改善するための優れた方法だと思っています。

イノベーション ・早期介入
・予防
・サービスへの依存を減らす
・介護者とセルフファンダー（自由契約者）をサポートする
・地域社会にアウトリーチする
・軽度の高齢者へのサポート
・施設ケアの入居を減らす
・不要な入院を減らす
・複合的な診断／ニーズを持つものに専門的なサポートをする
・人々が孤立しないようにボランティア活動、運動、社会的な関与を推進する

アウトカム測定 高齢者グループにおける参加率
宗教系組織の増加

筆者作成

『Human Welfare』第 8巻第 1号 2016

14



約を勝ち取れるのかなどといった課題がある。

3．インタビュー調査の結果
トパーズ経営者のディー・ケンプ氏のインタビ
ュー調査を行っている。質問と回答は資料 1とし
て掲載しており、詳細は次の通りである。日時：
2014年 8月 27日午後 2時から 4時。場所：ラン
ベス区役所内フェニックス・ホール。ケンプ氏の
回答からキーとなる言説をまとめたものが表 1・
表 2である。分析結果から得られた知見は、比較
的小さな組織を利用して、自由闊達な発意に基づ
いて高齢者ケアの事業を展開しており、特に強み
であるソーシャルワークのスキルを活かして、相
談活動を充実させている様子を把握することがで
きた。チームの職務満足度は高く、スタッフ間の
人間関係も良好である。介護市場における創業の

中で営利志向はなく、公共サービスのエトスを発
揮させている。ここに、スピンアウトの特色をつ
かむことができた。

4．日本との比較
トパーズの活動スタイルは日本の地域包括支援
センターと類似している。地域包括支援センター
は介護保険法の下で創設されたもので、地域住民
の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要
な援助を行うことにより、その保健医療の向上及
び福祉の増進を包括的に支援する（介護保険法第
115条の 39第 11項）。介護・福祉・健康・医療
などの総合的なサポートを提供する機関で、業務
の内容は①総合相談・支援、②介護予防ケアマネ
ジメント、③権利擁護、虐待防止等、④包括的・
継続的ケアマネジメントである。

表 3 トパーズと地域包括支援センターの比較

トパーズ A 市地域包括支援センター

主な業務 介護予防と脳卒中サービス予防サービスやアセスメ
ント、情報やアドバイスを提供している

介護予防ケアマネジメント。高齢者らからの相
談に応じること、虐待防止などの権利擁護、ケ
アマネジャーへの指導、ネットワークづくり。

組織形態 CIC 有限責任会社 社会福祉法人、医療法人、社団法人、社会福祉
協議会。

対象人数・
利用者数

アセスメント件数 480人（年）
安全保護の対応 24人（年）
相談の対応 8～40件（月）
脳卒中 15人（月）

アセスメント件数 127件、二次予防教室勧奨者
数 1,462人（2014年度）。予防給付のケアプラ
ン作成延べ件数 12,642件、うち委託件数 8,216
件、委託率 65％、ケアプラン作成月平均件数
1,054件

相談内容 手当の受給支援。家族や近隣関係の調整。悲嘆や死
別に苦しむ人々への支援、またはセルフ・ネグレク
ト／ごみの散乱に悩む人々に支援を提供している。

経済的ウェルビーイングを向上させるために、社会
保障手当のチェックも実施している
さらに、6週間／フォローアップ・レビュー

介護保険サービス（居宅）2079件、介護（認
知症など）333件、医療サービス 248件等々。

予算 21万 7,417ポンド（年間） 収入 1億 3,832万 9,156円、支出 1億 3,552万
5,790円（2014年度）。

職員数 4人、うち OT 2名 4～7人。保健師、社会福祉土、主任ケアマネ
ジャーの 3職種が常駐している。

アウトカム 高齢者の社会参加を促進している。クライエントと
ケアラーから大きな満足を引き出している。不必要
な施設入所を回避させている。自立と経済的なウェ
ルビーイングを促進している。個人／地域の安全、
関連するサポート・サービスの利用を促進している。

個々の高齢者の支援を行いながら、地域で生じ
ている課題に取り組み成果をあげる。
地域全体への支援で得られた成果を個別ケース
での支援に反映する。

筆者作成
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日本との比較で選び出したサンプルは大阪府内
A 市である。その理由は同市から情報と開示許
可を得られたからである。同市は人口 10万 2,412
人、高齢者数 2万 6,000人、高齢化率 25.50％。
地域包括支援センター設置状況は市内 4か所で、
社会福祉法人（社会福祉協議会含む）2か所、社
団法人医師会 1か所、医療系企業となっている。
また職員数は各 4～7人配置で、保健師（経験あ
る看護師）、社会福祉士、主任介護支援専門員、
介護支援専門員や事務員等である。
比較作業の結果は、表 3の通りである。トパー
ズは行政との関係ではスピンアウト組織として信
頼は厚く、オフィスも庁内にある。2年間の短期
契約をかわしているが、今後の継続という意味で
は不安は否定できない。これに対し、地域包括支
援センターはその設置が介護保険法で位置づけら
れている。現在の 4機関は市の監査の下で運営を
続けており、行政との交流は頻繁になされてい
る。総じてトパーズの方が事業面で自由度は高
い。

Ⅳ 考察

本研究の分析を通じて、自治体機構の再編、自
治体業務の外部委託化、そして社会的企業の視点
からみたトパーズの活動を評価してみたい。

1．社会的企業の台頭に関連する自治体機構の再
編
緊縮財政の下で、地方自治体はもちろんのこ
と、社会的企業をはじめとする民間セクターは厳
しい財政困難に直面している。国は公共サービス
改革を進める中で公私関係を再規定しようとして
いる。その際に、公的サービスの対象者の範囲、
つまり普遍性と選別性を検討する必要があり、そ
れは税投入レベルとかかわってくる。したがって
行政と民間の活動領域を再定義する必要がある。
ランべス区は、コーポラティブ自治体構想に基
づいて、行政・社会的企業・地域住民の新たな協
働を進めており、そこからソーシャルワーク・社
会福祉の社会的企業を誕生させている。社会的企
業が公共サービスに参入する理由は、行政にはな
い民間独自のエトスを生み出させるからで、徹底

した利用者視点が商品価値を持つからである。ト
パーズの活動は概ね契約で規定されているが、そ
の内容は 2014年介護法にそったものとなってい
る。今後は、制度外の高齢者数が増加することか
ら、トパーズが提供するサービスへの需要は高ま
り、その存在はスケールアップするものと考えら
れる。ただし短期契約という形で優秀な人材を確
保できるのか、民間企業のライバルが参入した場
合に契約を獲得できるなどといった課題がある。

2．高齢者ケアの社会的企業化が利用者や地域社
会に与える影響について
貧困自治体であるランベス区で、トパーズは社
会的に孤立している住民のために居場所づくりを
提供してきた。同組織には社会的価値法と介護法
という追い風が吹いている。ふたつの法律によっ
て地域への積極的な取り組みを展開でき、より広
い課題に焦点を当ることが可能になっている。排
除されたコミュニティやグループのニーズの掘り
起こし、公的サービスの枠内にはないケアとサポ
ートを供給してきた点は評価できる。そのアウト
カムは孤立防止と脳卒中後遺症を持つ高齢者への
プログラムに現われている。トパーズは常に住民
の生活問題を取り扱い、サポート体制が権利保障
と絡むことが多い。アドボカシーという点で、同
組織は行政の下請け機関であってはならず、むし
ろ行政を先導する役割を進めていくことが望まれ
る。

おわりに

地域ケアでは、やはり医療セクターが主導権を
握っている。国の医療費節減対策、NHS（国民保
健サービス）機関との共同体制では、医療サイド
がイニシャティブをとることが予想される。その
中で、トパーズは主体性を発揮できる範囲を拡張
していく工夫が求められる。将来国の財政事情の
悪化、自治体福祉の行き詰まりを想定した場合、
トパーズの自由度や工夫がどこまで発揮できるの
か、この課題は同組織の試金石となる。さらなる
パフォーマンスの向上が期待されるが、予防事業
の効果性を可視化し、エビデンス・べースで成果
を表示できる能力が求められている。
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〔注〕
１）英国では日本語の「社会福祉」を意味する用語は
時代とともに変化してきた。第二次世界大戦後では
Welfare services, 1970年代以降のシーボーム改革期以
降では personal social services, social services，最近で
は social care, social care services が使われている。こ
れらの言葉はいずれも「社会福祉」を意味している。

２）2010年 4月、コミュニティ利益会社への投資を活
発化させるために、株の配当金の上限引き上げがあ
った。上限の範囲は、これまでのイングランド銀行
の基準金利を超える 5％から、別個に払込済みの株
価の 20％にまで引き上げられている。配当の上限は
35％に据え置かれたままであるが、少なくとも利益
の 65％は会社に再投資させることが規定されてい
る。この制度変更により、保証有限責任会社との比
較から、コミュニティ利益会社として登録された有
限責任株式会社が増加している。

３）このパイロット事業は児童・家庭の分野では成功
を収めているが（Department of Education 2012）、成
人ソーシャルワーク実践のパイロット事業は、2014

年まで継続することになっている。
４）セルフファンドは最低 2万 3,250ポンドの貯蓄を
持ち、在宅または施設で暮らしている者は利用した
サービスを自己負担する。
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参考資料 1
ディー・ケンプ氏へのインタビュー調査：質問と回答
Ⅰ 事業に関する質疑
質問：どのような状況の下でトパーズを起業しようと
思い立ちましたか。
回答：トパーズは、成人社会的ケアにおける予防と早
期介入に向けたランベス区における戦略的シフトの一
環として、2009年 11月に導入されました。サービス
の導入にさらに弾みを与えたローカルサービス提供に
おいては、多くの明確なギャップがありました。これ
らは、以下の通りです。
・成人社会的ケアの財政援助の対象とはならないと判
断された人々には、フォローアップはない。
・自身のケアを手配し、自己負担をする住民には、そ
のニーズを満たす特定のサービスはない。
・軽度および／または予防サービスに人々を導く体系
的なメカニズムはない。
トパーズの組織化の背後にある戦略意図は、新しい予
防サービスから期待される利益と積極的成果をテスト
することでした。そのため、現行の予算制度をにらん
で、サービスが十分なコストパフォーマンスを果たし
ているかを検証するものです。
組織の導入以来、チームは新しいサービスを確立する
ために熱心に取り組んでおり、すでに多くの重要な成
果を達成してきました。トパーズは徐々に支援する
人々の数を着実に増やしているだけでなく、一般的な
情報チャネルを駆使して、伝統的に接近困難な（‘hard

to reach’）とされている多くの個人や団体に支援の手を
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差し伸べることに成功しています。
2012年にチームが行政と契約して、社会的企業のビジ
ネスモデルを通じて活動しており、ソーシャルワーク
実践を展開しています。この動きは、コーポラティブ
自治体というランベス区の戦略意図を支えています。
その目的は、地元住民が役割を担い、住民が利用する
サービスに関して発言権を持つことを保証するという
ものです。またそのビジョンは、より効果的に地域社
会や社会関係資本を活用する手法をとっており、顧客
に焦点を当てたサービスを開発することです。これは
多くの既存の機能を新規または既存の社会的企業と併
存させるか、または移行させることによって、行政機
構を小さな組織体へとスリム化する可能性を持ってい
ます。
質問：起業に際して、どのように事前準備をしました
か。また不安はありましたか。
回答：新しい事業を始める前には、多くの準備をしま
した。最初に求められたことは、事業計画を描けるス
タッフに委託することでした。事業計画は優れたツー
ルとガイドでした。責任者として、私は新しい多くの
スキルを学ぶ必要がありました。非常に短時間で多く
のことを学ぶ必要がありましたが、事業の見通しに心
躍る気分でいました。以下が準備した項目です。
・全体的なビジョンと組織の文化を定義し、開発する
こと、
・持続可能なビジネスモデルを開発すること、
・戦略的な運用計画を策定すること、
・変化を導くこと、
・スタッフの募集、開発と管理をすること、
・組織のマーケティングとビジョン、戦略、ビジネス
モデルに合わせて契約を獲得すること、
・予算編成、給与支払いと財務管理をすること、
・ステークホルダーとパートナーとの関係を構築する
こと、
・ビジネスプロセスを規定し、管理すること、
・パフォーマンスを管理し、継続的に向上させること、
・戦略や計画に沿った資源を調達し、管理すること、
・法、規制、倫理の要件を確実に遵守すること。
質問：起業後、事業は順調に進みましたか。あるいは
予期せぬ問題に直面しましたか。
回答：ビジネスを開始した後、すべてが非常にスムー
ズに進んだと考えています。チームが直面した唯一の
課題は、IT に関することでした。いくつかの場面で、
社会的ケアのデータベースにアクセスする際に遅延が
生じています。
質問：職場仲間との人間関係では、どのような印象を
持っていますか。チームワークの構築でどのような努

力をしていますか。
回答：チームは非常にまとまっており、一丸となって
います。私たちは、チーム・ビルディングと団結につ
ながる毎週のチームミーティングを開催しています。
さらには、ワーカーが地域に出て、アウトリーチ型の
セッションを行う際、ペアで通常の業務をこなします。
これが自分の役割を開発し、専門職の関係を改善する
ための優れた方法だと思っています。
質問：職場仲間との間で、明確な役割分担をしていま
すか。
回答：チームは毎月最低 40件のレビューをするように
求められます。さらに、最低 22人の住民がコミュニテ
ィ・サージェリー、4人が介護ホームのサージェリー
を必要としています。脳卒中のアドバイザー（作業療
法士）は、毎月 20人をレビューすることが求められて
います。
質問：職場仲間には職務満足はありますか。あなたは
いかがですか。
回答：はい、職場仲間には強い意志と責任感がありま
す。チームは非常に熱心で、あるソーシャルワーカー
は、今までで「最高の仕事」であると言ってくれまし
た。非常に献身的なチームを持っていますから、今の
仕事にとても満足しています。住民の生活を改善した
いという思いで、チームが行う仕事をエンジョイして
います。それは非常に充実したものになっています。
質問：職場仲間から不平を聞いたことがありますか。
回答：いえ一度もありません。
質問：目標を達成した、またはアウトカムを達成した
という思いはありますか。
回答：はい、過去 12カ月間で、クライエントの 8％だ
けが、現在もランベス区の社会的ケアのサービスを受
けています。区行政は、私たちの目標が 15％を超えて
はならないことを勧告しています。つまり、私たちは
非常にうまく業務を達成していることになるのです。
区からの要望については、以下を参考にしてください。
・クライエントとケアラーの満足度を向上させること
…ボランタリー組織や予防的な保健サービスの知識を
増やすことにより。
・GP の診断を仰ぐことを目的とした不要な訪問を減少
させること…コミュニティにおけるサポートの改善を
経由して。
・ケアとサポートへの積極的なアプローチ…危機を回
避し、二次的ケアサービスを活用することにより。
・社会的な機会と関わりを推進すること。
・自立を推進すること。
・安全と、関連するサポート・サービスへのアクセス
を推進すること。
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・詳細なデータ収集を介して、地域のニードをより理
解すること。
質問：利潤をあげていますか。
回答：いいえ残念ながら、今年度利潤をあげていませ
ん。
質問：現在の課題は何ですか。
回答：主な課題は、ランベス区から資金を確保するこ
とです。景気情勢のために、イギリスのすべての自治
体は緊縮政策を講じており、社会的ケアの予算をカッ
トすることを余儀なくされています。ただし、2015年
4月からの介護法の施行に伴って、トパーズが有利な
立ち位置にあると思います。
トパーズは、介護法の要件に合わせた革新的なサービ
スを提供しています。社会的ケアへの要望に応えると
いう公的な責任に関して、ランベス区を支援するなか
で私たちの関係は非常に適していると考えています。
トパーズは、住民が情報を得られるように行政を支援
していくつもりです。以下を参考にしてください。
・ケアのニーズが深刻化するのを防げるよう有用なサ
ービスにアクセスする。
・個人が自身のケアやサポートに関する情報に基づい
て、選択を行う手助けをする有用な情報にアクセスす
る。
・幅広い良質なケアを供給する事業者を選択させる。
・独立した財務アドバイスにアクセスする方法を知っ
ている。
・ケアニーズを抱える人の安全やウェルビーイングへ
の関心を高める方法を知っている。
同法は地方自治体に対して、ケアとサポートを必要と
する者にアセスメントを行う義務を与えています。そ
れは経済的な事情に関係しません。私たちのチームは
そのようなサービスを提供できるのです。トパーズの
メンバーは、多額の自己負担をしてサービスを利用す
る者のニーズを把握します。家族や地域社会が提供す
るサポートにそって、確実に個人の能力を総合的に検
討していきます。
トパーズが提供できるものは以下の通りです。
・アセスメントとレビュー、
・専門的な情報とアドバイス、
・ダイレクト・ペイメントのサポート・サービス、
・計画されたサービスのサポート、
・個人の予算の運営と管理、
・福祉給付のアドバイス：Every Pound Counts にそっ
たもの、
・アドボカシー・サービス、
質問：トパーズは十分なリソースに恵まれていますか。
回答：はい、トパーズは現在、契約要件を満たすこと

ができるような十分なリソースを持ち得ています。
質問：トパーズが高齢者ケアの場でもたらす社会的イ
ノベーションとは何ですか。
回答：トパーズはランベス区の社会的ケアの予算節減
を生み出す予防サービスを提供しています。このサー
ビスは自立、ウェルビーイング、選択という政府の政
策目標にそった革新的なもので、以下を通じてイノベ
ーションを創出しています。以下の通りです。
・早期介入…自立の悪化を遅らせること、
・予防…危機的状況を回避すること、
・芯の強いコミュニティを創造し、ケアサービスへの
依存を減らすためにサポートすること、
・ケアラーと自己負担者をサポートできる熱心なチー
ムづくり、
・地域社会にアウトリーチすること…市民を参画させ
るため、
・軽度の者へのサポート…それによって長期的な社会
的ケアに対する全体的な支出を削減すること、
・恒久的な施設ケアの入居を減少させること、
・早期介入…不要な入院を減らすこと、
・複合的な診断／ニーズを持つものに専門的なサポー
トをすること、
・人々が孤立しないようにボランティア活動、運動、
社会的な関与を推進すること。
質問：ランベス区とトパーズにはフィードバックはあ
りますか。
回答：はい、ランベスカウンシルは、毎月の契約モニ
タリング会議を開催しています。会議はトパーズの活
動の進捗を把握し、チームが目標にそって実践してい
ることを確認するために必須です。また、ランベス区
は成人社会的ケア部門副部長のフィオナ・コノリーと
の定期的なスーパービジョンを行っています。

Ⅱ クライエントに関する質問と回答
質問：どのように高齢者ソーシャルワークを実践して
いますか。
回答：トパーズは、地域社会で高齢者の姿が目に見え
る存在となり、貢献するメンバーになりたいと願う高
齢者をサポートしています。彼らは、特に若い人たち
のためにコミュニティに提供できる多くのものを持っ
ていると強く感じています。
高齢者は積極的に地域と関わっており、理解されてし
かるべきですが、そのためにはメカニズムを必要とし
ます。高齢者は、地域の若者に対して、互いにメンタ
ーやコーチになりたいと望んでおり、世代を超えて社
会的孤立を減少させる重要なメカニズムとなるでしょ
う。同様に、若い人たちは、特に技術的インクルージ
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ョンを中心にして、高齢者をサポートすることができ
ます。高齢者は現在のボランティア・プログラムと
「時間銀行」の担い手で、ランベス区に代わって、Age

UK や障がい者アドバイスサービス、アルツハイマー
病協会ランベスなどの民間組織と協力して開発が進ん
でいます。高齢者は集まり、さまざまな活動や社会的
相互作用を介して、相互援助の既存のモデルを開発し、
または新たなモデルを構築できるコミュニティスペー
スを望んでいます。
これらのセンターに、不安なく安全に移動できること
が高齢者に重要です。成功とはコミュニティ意識に拠
って立つものです。そこでは高齢者は見える存在であ
り、積極的に関わり、安全と感じ、評価され、尊重、
理解され、持続可能で繁栄するコミュニティグループ
の一員で、生活困窮の人々にも行きとどき、高齢者か
らなる新しい「コミュニティ」を設立するものです。
以下は私の思いです。
成功は次のように測定できます。
・高齢者のグループにおける参加、出席数、
・宗教組織を含む高齢者を支援するために設立された
グループの数の増加、
・社会的孤立の削減。そしてコミュニティの集合スペ
ースと学校と関わる高齢者のネットワークの数、
高齢者は退職の覚悟ができており、高齢者は身体的に
もアクティブであり、心地よい気分でいることが不可
欠です。ですので、トパーズは高齢者のボランティア
をサポートし、メンターとなるように訓練された 55歳
以上の人の参加を増やすよう指導しています。テクノ
ロジー・ソリューション、例えばインターネット、ス
カイプ、電話会議、デジタルカメラ、携帯電話、ソー
シャルメディアサイトを使える高齢者の数を増やして
います。公共輸送や他の利用可能な交通を利用できる
高齢者の数を増やしているのです。
これらの事業を推進するために、行政およびボランタ
リーセクターの組織とパートナーシップを組んで活動
しています。若者と高齢者が協働できるリンクがラン
ベス児童サービスとの間であります。まだこれは緒に
就いたばかりですが、これからの課題です。
他にも、トパーズは多くの課題に取り組んでいます。
高齢者は生活費の上昇と所得の目減りに直面していま
す。サービスは、需要の増加と財源の減少に直面して
います。
私たちのビジョンの一つは、予防です。そこでは、市
民やサービスが人々のために成果をともにつくり出し、
改善するために協働しています。サービスのパーソナ
ライゼーションは、予防を充実させるうえで基本にな
ります。高齢者をサポートするために、別のアプロー

チが必要とだと私たちは認識しています。私たちは、
区内で自立した生活をする高齢者の 94.3％にリーチア
ウトすることを目指しています。自立できるように高
齢者とケアラーを支援するアプローチを重視していま
す。彼らに適宜必要な情報を与え、地域で支援のネッ
トワークを開発できることを目指しています。
質問：どのように高齢者のニーズのアセスメントを実
施していますか。
回答：トパーズは、レビューフォームを持っています。
また、成果を測定し、サービスをフィードバックでき
るように、フォローアップのレビューを行っています。
フォローアップのレビューは最初のレビュー後の 6週
間で完了しますが、それは質の保証のためのツールに
なっています。
質問：事業でかかわっている高齢者をみて、どのよう
な本質な問題があると思いますか。
回答：トパーズの戦略は、健康、ウェルビーイング、
生活の質を改善するために、社会的孤立を削減するこ
とです。
私たちは、社会的孤立の危険性が高いものとして、次
のグループを特定しました。これらのカテゴリーのい
くつかに分類できるリスクが最も高い人々は、やはり
低所得の高齢者です。また住民は、交通費やレジャー
活動のコストを支払えないことが孤立につながってい
ると語っています。
・一人暮らしの高齢者、
・ランベスで一人暮らしの 65歳以上の人の 40％、
・障がいや長期的な健康問題（複数）を持つ高齢者
（区内で鬱病を持つ 2,000人の高齢者を含む）、
・高齢のケアラー（ランベスでは 65歳以上のケアラー
は 2,300人で、50％が週当たり 20時間以上の介護を提
供しています）。
・高齢の移民（移民の多くは一人暮らし、または核家
族の一部を意味し、言語の障壁が多くの人々にとって
サービスや活動にアクセスする妨げになっています。
ちなみにランベス区内では 130の言語が話されていま
す）。
・高齢者とケアラーが認知症および／または学習障が
いを持っているケース、
ランベス全体で高齢者の孤立が深まるなかで、特に注
意を要するのは南ランベスで、一人暮らし、85歳以上
の人々、65歳以上のケアラーを含む高齢者の数が最も
多くなっています。
ランベス区内では約 3,000人が認知症（と診断されて
いるか、診断は未確定）を持っており、また高齢者は
若い世代から疎外感をおぼえると語っています。ラン
ベス区では高齢のケアラーの数がかなり多いですが、
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介護への金銭的、精神的な要望に関するサポートを求
めている人たちでもあります。私たちは、クライエン
トとそのケアラーに優れたサービスを提供するアルツ
ハイマー病協会と緊密に協力してきました。例えば、
私たちはアルツハイマー病協会がつくり出した回想ア
プローチを採用しています。認知症を持つ人々は、多
くの場合最近の出来事よりも簡単に遠い過去を思い出
すことができます。回想に焦点を当てた活動は、気分
の高揚とウェルビーイングの向上に役立ちます。社会
的包摂を促進するために、ユニークな人生経験を持つ
個人として高齢者をみることが大切です。親戚や友人
がつながることでも役立つ良い方法です。
トパーズは医療ケアと社会的ケアの革新的統合的なア
プローチを提供しており、新たなサービスモデルをつ
くりあげようとしています。その焦点は、高齢者が健
康で自立し、サポートを受けながら安全な環境で生活
し、人生を楽しみ、地域社会に貢献することです。

参考資料 2
事例紹介
A 夫人は 61歳。かつてポリオの診断を受けている。夫
と公営住宅暮らし。夫は昨年脳卒中を患い、日常生活
活動で多くのサポートを必要としている。A 夫人は現
在夫の介護者で、4か月前まで行政の社会福祉サービ
スを受けていた。しかし金銭的な負担により行政の支
援をやめた。介護費用をあまり理解していなかったと
いう側面もあった。A 夫人が介護で燃え尽きないよう
に、再度行政の社会福祉サービスを受け入れてもらい、
彼女にサポートが提供されている。介護に関する金銭
的な心配を考慮しながらソーシャルワーカーはアセス
メントを行った。
（2015年 11月 22日開催の講演会資料から。会場は関
西学院大学梅田キャンパス 1001教室）
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ABSTRACT

The central government and local authorities are currently faced with the absolute necessity
of reducing expenditure. One response to the need to make savings is the increased use of
outsourcing. Social enterprises have some contractual relationships with local governments. A
good illustration of a new approach is to be found in Topaz at Lambeth in London. The so-
cial work teams collaborate with health services and voluntary groups. The emphasis is on
preventative work and empowering the local community and service users. Topaz delivers the
services the local people depend on with value for money and innovation central to the deci-
sion making of the Council. This paper examines the new development of restructuring of the
British local public service, and the elderly care services delivered by social enterprise spun
out of local authorities, which highlight social innovation and private practice of social work-
ers as well, in terms of welfare governance and contracting process.
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